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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源手段と、前記光源手段から発光された光束を偏向する偏向手段と、前記偏向手段で
偏向された光束を被走査面上にスポット状に結像させる結像光学系と、前記偏向手段と前
記被走査面の間の光路に設けられた複数のミラーと、を有する光走査装置において、
　前記偏向手段の偏向面に入射する光束の主走査方向の幅は、前記偏向手段の偏向面の主
走査方向の幅よりも小さく、
　前記結像光学系を構成する走査レンズは、プラスチック製であり、
　前記光源手段から発光された光束は、前記結像光学系を構成する走査レンズの入射面に
Ｐ偏光入射しており、
　前記複数のミラーは、第１のミラーと第２のミラーからなり、
　前記第２のミラーにて反射する光束の反射率は、９０％以下であり、かつ、前記被走査
面上での像面照度比を軸上の像面照度を基準として有効走査領域内で±５％以内に補償す
るために前記第２のミラーにて反射する光束の反射率が軸上から軸外に向い小さくなって
おり、
　前記第１のミラーの軸上の反射率は、前記第２のミラーの軸上の反射率より高く、かつ
、前記第１のミラーの軸上の反射率は、前記第１のミラーの軸外の反射率と等しいことを
特徴とする光走査装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の光走査装置と、前記被走査面に配置された感光体と、前記光走査装置
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で走査された光束によって前記感光体の上に形成された静電潜像をトナー像として現像す
る現像器と、前記現像されたトナー像を被転写材に転写する転写手段と、転写されたトナ
ー像を被転写材に定着させる定着器とを備えた画像形成装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の光走査装置と、外部機器から入力したコードデータを画像信号に変換
して前記光走査装置に入力せしめるプリンタコントローラとを備えた画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はレーザープリンタ、デジタル複写機等の画像形成装置に用いられる光走査装置
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、レーザビームプリンターやデジタル複写機等の画像形成装置に用いられている光
走査装置は、光源から射出された光束を入射光学手段により偏向素子に導光し、該偏向素
子により偏向された光束を走査光学手段により被走査面である感光ドラム面上にスポット
状に結像させ、該光束で感光ドラム面上を光走査している。
【０００３】
　このような光走査装置においては、光源から射出した光束をコリメータレンズ等で略平
行光に変換し、倒れ補正を行うために略平行光に変換された光束を、シリンドリカルレン
ズで偏向面近傍に線像を形成している。偏向器の偏向面で偏向された光束は、走査レンズ
で感光体ドラム面上を略等速で走査し、スポットを形成する。
【０００４】
　図９において、１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄは光源手段であり、例えば半導体レーザーより
成っている。２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄはシリンドリカルレンズであり、副走査方向のみに
所定の屈折力を有している。光源手段１、そしてシリンドリカルレンズ２等の各要素は入
射光学手段５１の一要素を構成している。
【０００５】
　３は偏向素子としての光偏向器であり、例えば回転多面鏡より成り、モーター等の駆動
手段（不図示）により図中矢印Ａ方向に一定速度で回転している。１１はｆθ特性を有す
る３枚のｆθレンズであり、副走査断面内において光偏向器３の偏向面３ａ、３ｂ近傍と
被走査面としての感光ドラム面１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄ近傍との間を共
役関係にすることにより倒れ補正機能を有している。
【０００６】
　また、画像形成装置をコンパクトにするために偏向器の下流側に光路を折りたたむため
の折り返しミラーを配設しコンパクト化を達成している。
【特許文献１】特開平２－３５４１３号公報
【特許文献２】特開平７－２９４８３７号公報
【特許文献３】特開平１１－１１９１３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記従来の光走査装置は、走査レンズがガラスレンズで構成されているため、通常、レ
ンズ面上に反射防止コートが施されており、表面反射が生じないつまり、被走査面上での
光量ムラが生じ難い構成となっている。
【０００８】
　しかし、近年の走査レンズは、プラスチックレンズで構成し、低価格化、高性能化が図
られている。このようなプラスチックレンズで構成された光走査装置では、一般にレンズ
表面に反射防止コートを施すことが困難なことから、レンズ表面のフレネル反射が走査角
によって変化することにより生じる被走査面上での光量ムラが発生する。
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【０００９】
　これらの問題を解決するために、特許文献１に開示されているように、光軸近傍の反射
率と軸外の反射率が異なるように折り返しミラーの反射率を設定し、被走査面上での光量
ムラを補正することが知られている。又、特許文献２に開示されているように偏光手段の
手前で直線偏光を楕円偏光に変換し、被走査面上の光量ムラを補正する技術や、特許文献
３に開示されているように光学材料の透過率を変えることで補正する技術が知られている
。
【００１０】
　しかし、特許文献１記載の光走査装置では、
（１）偏光方向による反射特性しか考慮していないこと。
（２）レンズ内部の透過率による光量ムラしか考慮していないこと。
（３）光路中に単一の折り返しミラーを用いた場合の技術しか開示されていないこと。
から、走査レンズをプラスティックで構成した場合の表面反射により生じる光量ムラや、
光路中に２以上の折り返しミラーを有する場合の光量ムラ補正については明示されていな
い。又、特許文献３に開示されている技術は、光学部材が更に必要となること、特許文献
３に開示されている技術は、光学材料が高価なことが予測されることの何れも、安価な光
走査装置を構成することは困難である。
【００１１】
　本発明は、走査レンズをプラスティックで構成し、光路中に二枚以上の折り返しミラー
を有する光走査装置において、少なくとも一枚の折り返しミラーを入射角と偏光方向に応
じて所望の反射率が得られるような反射膜で構成し、レンズ表面反射による被走査面上で
の光量ムラを補正し、低価格で高品質な画像形成装置を提供することができる。又、オー
バーフィルド走査装置における画像端部の光量落ちによる像面照度ムラも補正でき、高速
な画像形成装置を低価格で提供できる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　そのために、本発明では、光源手段と、前記光源手段から発光された光束を偏向する偏
向手段と、前記偏向手段で偏向された光束を被走査面上にスポット状に結像させる結像光
学系と、前記偏向手段と前記被走査面の間の光路に設けられた複数のミラーと、を有する
光走査装置において、
　前記偏向手段の偏向面に入射する光束の主走査方向の幅は、前記偏向手段の偏向面の主
走査方向の幅よりも小さく、前記結像光学系を構成する走査レンズは、プラスチック製で
あり、前記光源手段から発光された光束は、前記結像光学系を構成する走査レンズの入射
面にＰ偏光入射しており、前記複数のミラーは、第１のミラーと第２のミラーからなり、
前記第２のミラーにて反射する光束の反射率は、９０％以下であり、かつ、前記被走査面
上での像面照度比を軸上の像面照度を基準として有効走査領域内で±５％以内に前記第２
のミラーにて反射する光束の反射率が軸上から軸外に向い小さくなっており、前記第１の
ミラーの軸上の反射率は、前記第２のミラーの軸上の反射率より高く、かつ、前記第１の
ミラーの軸上の反射率は、前記第１のミラーの軸外の反射率と等しいことを特徴とする構
成をとった。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば前述の如く、２枚以上の反射ミラーで構成された光走査装置において、
各ミラーの光学特性を異ならせ、被走査面上での光量ムラを補正することにより、高性能
でコンパクトな光走査装置を得ることが可能となる。
【００１７】
　また、本発明によれば、複数の異なる感光体上の画像を重ね合わせるカラー画像形成装
置で発生する濃度むらを低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】



(4) JP 4817668 B2 2011.11.16

10

20

30

40

　（実施例１）
　図１は、本発明の光走査装置の副走査断面図である。又、図２は、本発明の光装置内の
光学系主走査断面展開図である。
【００１９】
　本発明の折返しミラーは平面ミラーであり、主走査方向及び副走査方向にノンパワーで
ある。
【００２０】
　図２において９１は半導体レーザー等の光源、９２は該光源からの発散光を平行光束に
変換するコリメータレンズである。光源９１の発光部から放出される光束は１つである。
【００２１】
　また、ポリゴンミラー９５に入射させる光束の主走査方向の幅は、偏向面９５Ａの主走
査方向の幅より小さいＵＦＳ（アンダーフィルド光学系）をとる。
【００２２】
　但し、本発明は、２つ以上の発光部を有する光源も適用できる。更に、３つ以上の発光
部を有するマルチビーム光源にも適用できる。例えば、端面発光型のモノリシックマルチ
半導体レーザーや面発光型のモノリシックマルチ半導体レーザーが挙げられる。
【００２３】
　９３は開口絞りで、通過光束の径を整えている。
【００２４】
　９４は第二の光学系としてのシリンドリカルレンズであり、副走査方向にのみ所定の屈
折力を有しており、絞り９３を通過した後は副走査断面図内で偏向器９５の偏向面９５Ａ
にほぼ線像として結像している。
【００２５】
　９５は偏向器としてのポリゴンミラーであり、矢印の方向に等速度で回転している。
【００２６】
　９６は第三の光学系としての結像光学系であり、ｆθレンズ９６ａ、ｆθレンズ９６ｂ
共に主走査断面内で非球面形状のアナモフィックレンズで構成しており、偏向器９５によ
り偏向された光束を被走査面としての感光ドラム面上に結像させ、かつ、偏向器の面倒れ
を補正している（面倒れ補正系）。
【００２７】
　本実施形態において走査レンズ系６を構成する第１、第２の走査レンズ９６ａ，９６ｂ
の形状は次式の関数で表わされる。
【００２８】
　例えば第１、第２の走査レンズ９６ａ，９６ｂと光軸との交点を原点とし、図１に示す
ように光軸に対して走査開始側と走査終了側での主走査断面内の面形状は、光軸をＸ軸、
主走査断面内において光軸と直交する方向をＹ軸、副走査断面内で光軸と直交する方向を
Ｚ軸としたとき、
　走査開始側の面形状は
【００２９】
【数１】

【００３０】
　走査終了側の面形状は
【００３１】
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【数２】

【００３２】
で表される。
【００３３】
　但し，Ｒは曲率半径、Ｋ，Ｂ４、Ｂ６、Ｂ８、Ｂ１０は非球面係数である。
【００３４】
　本実施形態では第１、第２の走査レンズ９６ａ，９６ｂの主走査断面内の形状を光軸に
対して略対称に形成している、即ち、走査開始側と走査終了側の非球面係数を一致させて
いる。
【００３５】
　また副走査断面内は光軸に対して走査開始側と走査終了側で第１、第２の走査レンズ９
６ａ，９６ｂのうち、第２の走査レンズ９６ｂの出射面（最も被走査面側のレンズ面）ｒ
４の曲率を、該走査レンズ９６ｂの有効部内において連続的に変化させている。
【００３６】
　この出射面ｒ４は走査レンズ系を構成する複数のレンズの複数のレンズ面のうち最も屈
折力（パワー、焦点距離の逆数）が強く成るように構成されている。また第１の走査レン
ズ９６ａは主走査断面内において非円弧な面を含んでいる。
【００３７】
　第１、第２の走査レンズ９６ａ，９６ｂの副走査断面内の形状は図２に示すように光軸
に対して走査開始側と走査終了側で、光軸をＸ軸、主走査断面内において光軸と直交する
方向をＹ軸、副走査断面内で光軸と直交する方向をＺ軸としたとき、以下の連続関数で表
せる。
【００３８】
　走査開始側の面形状は
【００３９】

【数３】

【００４０】
　走査終了側の面形状は
【００４１】

【数４】

【００４２】
で表される。
【００４３】
　但し、ｒ’は副走査方向の曲率半径、Ｄ２、Ｄ４、Ｄ６、Ｄ８、Ｄ１０は係数である。
【００４４】
　係数のサフィックスｓは走査開始側、ｅは走査終了側を表している。尚、副走査方向の
曲率半径とは主走査方向の形状（母線）に直交する断面内における曲率半径のことである
。
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【００４５】
　以下に本実施形態の光学パラメータを示す。
【００４６】
【数５】

【００４７】
　図３は、本発明の光走査装置内の走査光学系の副走査断面図である。
【００４８】
　９１は半導体レーザー等の光源、９２は該光源からの発散光を平行光束に変換するコリ
メータレンズである。
【００４９】
　９３は開口絞りで、通過光束の径を整えている。
【００５０】
　９４は第二の光学系としてのシリンドリカルレンズであり、副走査方向にのみ所定の屈
折力を有しており、絞り９３を通過した後は副走査断面図で偏向器９５の偏向面にほぼ線
像として結像している。
【００５１】
　偏向面９５Ａで偏向された光束は、第三の光学系としての結像光学系９６で被走査面と
しての感光ドラム面上に結像させる。
【００５２】
　尚、本実施形態の光走査装置は、図１に示す様に、図２及び図３の光学系を複数用いて
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構成しているが、光学特性はすべて同一である。
【００５３】
　本実施形態の折り返しミラー９９ａ、９９ｂは、画像形成装置をコンパクトにするため
に偏向器９５以降の光路中に２枚配置されており、それぞれ反射率が異なるように構成し
ている。
【００５４】
　図４に示すように、折り返しミラーへの入射角θは、走査画角αにより変化し、軸上光
束の折り返しミラーへの入射角をφを用いて以下の式で与えられる。
【００５５】
【数６】

【００５６】
　例えば、軸上入射角φ＝４５ｄｅｇ．、走査画角α＝４０ｄｅｇ．とすると、軸外光束
の折り返しミラーに対する入射角φｏは５７．２ｄｅｇ．となる。
【００５７】
　また、軸上光束が折り返しミラーに対してＳ偏光で入射した場合、軸外光束の偏光方向
は、Ｐ偏光強度Ｅｐ

２と、Ｓ偏光強度Ｅｓ
２を以下の割合で有する。

【００５８】
【数７】

【００５９】
【数８】

【００６０】
　上式より、軸上入射角φ＝４５ｄｅｇ．、走査画角α＝４０ｄｅｇ．、軸上光束が折り
返しミラーに対して、Ｓ偏光で入射した場合は、Ｅｐ２：Ｅｓ２＝０．２９：０．７１と
なり、軸上から軸外にかけてＰ偏光成分が画角と共に連続的に増加する。つまり、折り返
しミラーの入射角が連続的に変化すると共に偏光方向も連続的に変化する。
【００６１】
　本実施形態では、図４に示すように、光源から射出される光束は、直線偏光であり、そ
の偏光方向は２０１方向である。つまり、偏向器１０２及びｆΘレンズ１０３に対して、
Ｐ偏光の光束が入射することになる。又、折り返しミラー１０４に対しては、Ｓ偏光の光
束が入射している。
【００６２】
　本実施形態では、光源手段の偏光方向を、偏向手段９５の偏向面に対してＰ偏光で入射
させ、軸上入射角φと走査角αをそれぞれ、以下のように設定している。
【００６３】
　第一の折り返しミラー９９ａ　φ：２１ｄｅｇ．　α：３３ｄｅｇ．
　第二の折り返しミラー９９ｂ　φ：２２ｄｅｇ．　α：２９ｄｅｇ．
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　ドラム面上の光量ムラ（像面照度ムラ）を補正するために、軸上から軸外にかけて光線
の折り返しミラーへの入射角及び偏光方向が連続的に変化することを用いて、折り返しミ
ラーの反射率が入射角度及び偏光方向によって連続的に変化するように設定している。
【００６４】
　図５は、本実施形態における像面照度ムラを示している。ｆθレンズ９６ａ、９６ｂと
防塵ガラス９８の表面反射（フレネル反射）により軸外（画像端部）での光量が、軸上（
画像中央）の光量よりも約６％増加している（補正前）。このｆθレンズで発生する光量
ムラを前述した偏向光束の折り返しミラーへの入射角度、及び偏光方向に対する反射率を
連続的に変化させて補正している。本実施形態では、図５に示すように、第一の折り返し
ミラーの軸上光束に対する反射率を９５％とし、軸上光束と軸外光束での反射率差が生じ
ない、つまり軸外光束の反射率も９５％になるように入射光束の角度及び偏光方向を考慮
し、折り返しミラー９９ａの反射膜を最適化している。また、第二の折り返しミラー９９
ｂの軸上光束に対する反射率は、８０％とし、軸外光束の反射率が軸上光束の反射率より
３％低くなるように、入射光束の角度及び偏光方向を考慮し反射膜を最適化している。よ
って、像面照度ムラは、３％に補正されている（補正後）。これにより、光路中に折り返
しミラーが一枚しかない光路（ミラー１００を通過する光路）と像面照度ムラを等しくし
ている。
【００６５】
　折り返しミラー９９の反射率が小さい（本実施例では、第二の折り返しミラー９９ｂ）
場合、軸上光線に対する反射率と軸外光線に対する反射率が異なる薄膜で構成するのは製
膜上容易であることを本発明者は見出した。
【００６６】
　そこで、本実施例では、第二の折り返しミラー９９ｂの軸上の反射率と軸外の反射率を
異ならせた。
【００６７】
　本発明者は、容易に軸上の反射率と軸外の反射率を異ならせることが可能な反射膜は、
結像光学系９６の光軸上で９０％以下のものであることを見出した。
【００６８】
　本実施例では、結像光学系９６の光軸上で反射率が９０％以下である折り返しミラーを
反射率が小さいミラーと定義する。
【００６９】
　本実施形態では、ｆθレンズ及び、防塵ガラスのフレネル反射成分しか考慮していない
が、ポリゴンミラーの反射率の入射角度特性や、回折光学素子の回折効率の差により発生
する像面照度ムラ、ｆθレンズの内部吸収による像面照度ムラ、ＯＦＳ（オーバーフィル
ド光学系）の光量落ち等も補正することが可能であることは、自明である。
【００７０】
　本発明に適用されるＯＦＳ（オーバーフィルド光学系）とは、偏向手段の偏向面に入射
する光束の主走査方向の幅が偏向面の主走査方向の幅より大きく光学系を意味する。
【００７１】
　本発明では、被走査面上での像面照度比は、軸上の像面照度を基準として有効走査領域
内で±５％以内であることが好ましい。
【００７２】
　又、本実施形態では、光路中に折り返しミラーを２枚しか配置していないが、３枚以上
で構成してもよく、シリンドリカルミラーのようなパワーを有する反射光学素子（曲面ミ
ラー）に用いても良い。
【００７３】
　以上のように本実施形態では、折り返しミラーの反射率が入射角度及び偏光方向によっ
て連続的に変化させることにより、像面照度ムラを補正し、インライン走査系における各
色間の像面照度ムラが均一となるように構成することで、高精細でコンパクトな光走査装
置を提供できる。
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【００７４】
　図５の如く、本実施例では、被走査面上での像面照度比は、軸上の像面照度を基準とし
て有効走査領域内で±５％以内に補償している。
【００７５】
　本発明では、折返しミラー（平面ミラー）に換えて、主走査方向又は／及び副走査方向
にパワーのある曲面ミラーを用いても良い。つまり、被走査面上での像面照度ムラを補償
するために曲面ミラーの軸上の反射率と軸外の反射率を異ならせる構成としても良い。
【００７６】
　（実施例２）
　図６に本実施例の光走査装置の副走査断面図を示す。
【００７７】
　光源からの光束は、不図示の入射光学系により偏向器８５の偏向面へ入射している。８
５は偏向器としてのポリゴンミラーであり、等速度で回転している。結像光学系８６は、
ｆθレンズ８６ａ、及び８６ｂで構成されている。ｆθレンズ８６ａ、及び８６ｂは共に
主走査断面内で非球面形状のアナモフィックレンズで構成しており、偏向器８５により偏
向された光束を被走査面としての感光ドラム面８７に結像させ、かつ、偏向器の面倒れを
補正している（面倒れ補正系）。
【００７８】
　本実施形態の折り返しミラー８９ａ、８９ｂは、画像形成装置をコンパクトにするため
に偏向器８５以降の光路中に２枚配置されており、それぞれ反射率が異なるように構成し
ている。
【００７９】
　本実施形態の実施形態１と異なる点は、偏向面に対する光源の偏光方向をＳ偏光（図４
の２０２方向）にした点と、光路中の複数の折り返しミラーの反射率を低く設定し、像面
照度ムラを略０％に補正した点である。その他の構成及び効果は、実施形態１と同様であ
る。
【００８０】
　図７に本実施形態の、像面照度ムラ補正値を示す。本実施形態においても、実施形態１
と同様ｆθレンズと防塵ガラスの表面反射（フレネル反射）により軸外（画像端部）での
光量が、軸上（画像中央）の光量よりも約６％増加している。このｆθレンズで発生する
光量ムラを前述した偏向光束の折り返しミラーへの入射角度、及び偏光方向に対する反射
率を連続的に変化させて補正している。
【００８１】
　図６に示すように本実施形態の光走査装置は、同一光路中に２枚の折り返しミラー８９
ａ、８９ｂを有しており、軸上光束の反射率が、偏向手段側から第一の折り返しミラー８
９ａは７０％、第二の折り返しミラー８９ｂは６０％に設定されている。また、図７に示
すように、第一の折り返しミラーで光量ムラを２％補正し、第二の折り返しミラーで４％
補正することにより、ドラム面上での光量ムラをほぼ０％（略均一）に補正している。
【００８２】
　折り返しミラー８９の反射率が小さい場合、軸上の反射率と軸外の反射率を異なる薄膜
を実現するのは製膜上容易であることを本発明者は見出した。
【００８３】
　そこで、本実施例では、の折り返しミラー８９ａ、８９ｂの軸上光線に対する反射率と
軸外光線に対する反射率を異ならせた。
【００８４】
　本発明者は、容易に軸上光線に対する反射率と軸外光線に対する反射率を異ならせるこ
とが可能な反射膜は、結像光学系の光軸上で９０％以下のものであることを見出した。
【００８５】
　本実施例では、結像光学系の光軸上で反射率が９０％以下である折り返しミラーを反射
率が小さいミラーと定義する。
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【００８６】
　本実施形態では光源手段としてのレーザーダイオードの偏光方向は、偏向器に対して、
Ｓ偏光で反射されるように設定している。これはレーザーダイオードの放射角の狭い方向
を主走査方向に利用し、レーザーダイオードの放射角の広い方向を副走査方向に利用する
ことで、低出力なレーザーダイオードを用いた場合でもドラム面上での必要光量が確保で
きるようにするためである。又、偏向器の偏向面に対してＰ偏光で構成する場合に比べ、
シリンドリカルレンズの焦点距離を短縮することができるため、レーザーダイオードから
偏向面までの距離を短縮することも可能となる。
【００８７】
　本実施形態では、光源手段としてのレーザーダイオードの放射角の狭い方向を主走査方
向に用いる（偏向面に対してＳ偏光で用いる）ことにより、Ｐ偏光で用いる場合に比べ、
露光光量を増加させているため、折り返しミラーの反射率を低く設定することが出来るこ
とより、折り返しミラーの入射角度特性、及び、偏光特性を大きくつけることが出来ると
いうメリットを有する。又、２枚のミラーで補正しているため、補正量を大きくすること
が出来る。
【００８８】
　本実施形態では、ｆθレンズ及び、防塵ガラスのフレネル反射成分しか考慮していない
が、ポリゴンミラーの反射率の入射角度特性や、回折光学素子の回折効率の差により発生
する像面照度ムラ、ｆθレンズの内部吸収による像面照度ムラ、ＯＦＳ（オーバーフィル
ド光学系）の光量落ち等も補正することが可能であることは、自明である。
【００８９】
　又、本実施形態では、光路中に折り返しミラーを２枚しか配置していないが、３枚以上
で構成してもよく、シリンドリカルミラーのようなパワーを有する反射光学素子に用いて
も良い。
【００９０】
　以上のように本実施例では、入射手段の偏光方向を最適化し、折り返しミラーの反射率
を低く設定することにより被走査面上の光量ムラを略均一にし、高精細、かつコンパクト
な光走査装置を得ることが可能となる。
【００９１】
　図７の如く、本実施例では、被走査面上での像面照度比は、軸上の像面照度を基準とし
て有効走査領域内で±５％以内に補償している。
【００９２】
　本発明では、折返しミラー（平面ミラー）に換えて、主走査方向又は／及び副走査方向
にパワーのある曲面ミラーを用いても良い。つまり、被走査面上での像面照度ムラを補償
するために曲面ミラーの軸上光線に対する反射率と軸外光線に対する反射率を異ならせる
構成としても良い。
【００９３】
　（実施例３）
　本実施形態の実施形態１と異なる点は、複数のミラーの像面照度ムラ補正量を略同一に
した点である。その他の構成及び効果は、実施形態１と同様である。光走査装置の構成は
、図１と同様である。
【００９４】
　図８に本実施形態の、像面照度ムラ補正値を示す。本実施形態においても、実施形態１
と同様ｆθレンズと防塵ガラスの表面反射（フレネル反射）により軸外（画像端部）での
光量が、軸上（画像中央）の光量よりも約６％増加している。このｆθレンズで発生する
光量ムラを前述した偏向光束の折り返しミラーへの入射角度、及び偏光方向に対する反射
率を連続的に変化させて補正している。
【００９５】
　図６に示すように本実施形態の光走査装置は、同一光路中に２枚の折り返しミラー８７
ａ、８７ｂを有しており、軸上光束の反射率が、偏向手段側から第一及び第二の折り返し
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ミラーは共に９０％、に設定されている。また、図８に示すように、第一の折り返しミラ
ー８７ａで光量ムラを３％補正し、第二の折り返しミラー８７ｂで３％補正することによ
り、ドラム面上での光量ムラをほぼ０％（略均一）に補正している。
【００９６】
　本実施形態の第一の折り返しミラーと第二の折り返しミラーは、軸上光束に対する反射
率は同一であるが、８７ａ、８７ｂの反射膜の構成は異なっている。これは、各ミラーへ
入射する光束の入射角φと走査角αが異なるためである。
【００９７】
　本実施形態では、第一の折り返しミラーと、第二の折り返しミラーの２枚で均等に像面
照度ムラを補正し、８０％以上の反射ミラーを用いた場合でも、像面照度ムラを略０％（
略均一）に補正することが出来る。特に像面照度ムラが１０％以上と大きな系においては
、折り返しミラーの反射率を大幅に下げることなく複数のミラーで補正できるため、光量
の低減を防止できることから、低出力レーザーが使用可能であると共に、消費電力を低減
させる効果もある。
【００９８】
　本実施形態では、ｆθレンズ及び、防塵ガラスのフレネル反射成分しか考慮していない
が、ポリゴンミラーの反射率の入射角度特性や、回折光学素子の回折効率の差により発生
する像面照度ムラ、ｆθレンズの内部吸収による像面照度ムラ、ＯＦＳ（オーバーフィル
ド光学系）の光量落ち等も補正することが可能であることは、自明である。
【００９９】
　又、本実施形態では、光路中に折り返しミラーを２枚しか配置していないが、３枚以上
で構成してもよく、シリンドリカルミラーのようなパワーを有する反射光学素子に用いて
も良い。
【０１００】
　以上のように本実施例では、高い反射率の折り返しミラーを複数有する光走査装置にお
いて、像面照度ムラの補正量を各ミラーで略等しくなるように反射膜を構成することによ
り、被走査面上の光量ムラを略均一にし、高精細かつコンパクトな光走査装置を得ること
が可能となる。
【０１０１】
　図８の如く、本実施例では、被走査面上での像面照度比は、軸上の像面照度を基準とし
て有効走査領域内で±５％以内に補償している。
【０１０２】
　（実施例４）
　本実施例の光学系主走査断面図を図１１に示す。
【０１０３】
　本実施例４では、実施例１では、ＵＦＳ光学系をとったが、ＵＦＳ光学系に換えて、Ｏ
ＦＳ光学系を適用する。本実施例４の光走査装置は、図１、図２、図３と同様である。
【０１０４】
　７１は半導体レーザー等の光源であり、偏光面に対してＰ偏光の光束を発している。
【０１０５】
　７２は２枚のレンズ７２ａ、７２ｂで構成されており該光源からの発散光を平行光束に
変換するコリメータレンズである。
【０１０６】
　７３はシリンドリカルレンズであり、副走査方向にのみ所定の屈折力を有しており、副
走査断面内で偏向器７５の偏向面近傍に線像を形成している。
【０１０７】
　７４は、平面反射ミラーで、シリンドリカルレンズからの光束を偏向器側に反射させて
いる。
【０１０８】
　７６は、結像光学系であり、ｆθレンズ７６ａ、７６ｂ、７６ｃで構成されており、下
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表に示す曲率の球面及びシリンドリカルレンズからなる。偏向器７５により偏向された光
束を被走査面としての感光ドラム面７７に結像させ、かつ、偏向器の面倒れを補正してい
る（面倒れ補正系）。
【０１０９】
【数９】

【０１１０】
　本実施形態では、図１２に示すように、半導体レーザからなる光源手段７１から発光さ
れた光束の照度分布はガウス分布をとり、光束の中心部で光量が大きく、光束の端部で光
量が小さい光束となる。よって、偏向面７５Ａに入射する光束を主走査断面内において、
結像光学系７６の光軸と所定の角度を有する角度で偏向面７５Ａに入射させると偏向面７
５Ａで偏向反射した光束は結像光学系の光軸を挟んで非対称な光量分布となり、被走査面
上での像面照度分布の非対称性を補償する問題起こるので、主走査断面内において、結像
光学系７６の光軸と同一の方向から偏向手段７５の偏向面７５Ａに入射する正面入射系を
取ることが好ましい。
【０１１１】
　その場合、主走査断面内において、結像光学系７６の光軸と同一の方向から偏向手段７
５の偏向面７５Ａに入射する正面入射系を取るので、ＯＦＳの場合、偏向面７５Ａで偏向
反射された光束は、軸外に向かう光束の方が軸上に向かう光束より光量が小さくなる。
【０１１２】
　ＯＦＳでは、偏向手段の偏向面に入射する光束の主走査方向の幅が偏向面の主走査方向
の幅より大きいので、ＵＦＳ（アンダーフィルド光学系）と異なり、ポリゴンミラーであ
る偏向手段７５の回転角により、偏向面７５Ａで偏向反射された光束の光量は異なってく
る。そして、正面入射なので、軸外に向かう光束の方が軸上に向かう光束より光量が小さ
くなる。
【０１１３】
　そこで、本発明では、図１３に示すように、軸外に向かう光束の光量を持ち上げるため
に、第二の折り返しミラー７９ｂの軸上光線に対する反射率と軸外光線に対する反射率を
異ならせている。つまり、第二の折り返しミラー７９ｂの軸外光線に対する反射率を軸上
光線に対する反射率より大きくしている。本実施形態では、第一の折り返しミラーに対す
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る反射率を９５％とし、軸上光束と軸外光束での反射率差が生じない、つまり軸外光束の
反射率も９５％になるよう入射光束の角度及び偏光方向を考慮し、折り返しミラー７９ａ
の反射膜を最適化している。また、第二の折り返しミラー７９ｂの軸上光束に対する反射
率は、８０％とし、軸外光束の反射率が軸上光束の反射率より５％高くなるように、入射
光束の角度及び偏光方向を考慮し反射膜を最適化している。よって、像面照度ムラは、３
％に補正されている（補正後）。
【０１１４】
　以上のように本実施形態では、折り返しミラーの反射率が入射角度及び偏光方向によっ
て連続的に変化させることにより、像面照度ムラを補正し、インライン走査系における各
色間の像面照度ムラが均一となるように構成することで、高精細でコンパクトな光走査装
置を提供できる。
【０１１５】
　図１３の如く、本実施例では、被走査面上での像面照度比は、軸上の像面照度を基準と
して有効走査領域内で±５％以内に補償している。
【０１１６】
　本発明では、折返しミラー（平面ミラー）に換えて、主走査方向又は／及び副走査方向
にパワーのある曲面ミラーを用いても良い。つまり、被走査面上での像面照度ムラを補償
するために曲面ミラーの軸上の反射率と軸外の反射率を異ならせる構成としても良い。
【０１１７】
　［画像形成装置］
　図１０は、本発明の画像形成装置の実施形態を示す副走査方向の要部断面図である。図
１０において、図１０において、６０はカラー画像形成装置、１１は各々実施形態１～３
に示したいずれかの構成を有する走査光学装置、２１、２２、２３、２４は各々像担持体
としての感光ドラム、３１、３２、３３、３４は各々現像器、５１は搬送ベルトである。
【０１１８】
　図において、カラー画像形成装置６０には、パーソナルコンピュータ等の外部機器５２
からＲ（レッド）、Ｇ（グリーン）、Ｂ（ブルー）の各色信号が入力する。これらの色信
号は、装置内のプリンタコントローラ５３によって、Ｃ（シアン）、Ｍ（マゼンタ）、Ｙ
（イエロー）、Ｂ（ブラック）の各画像データ（ドットデータ）に変換される。これらの
画像データは、それぞれ走査光学装置１１に入力される。そして、これらの走査光学装置
からは、各画像データに応じて変調された光ビーム４１、４２、４３、４４が出射され、
これらの光ビームによって感光ドラム２１、２２、２３、２４の感光面が主走査方向に走
査される。
【０１１９】
　本実施態様におけるカラー画像形成装置は１つの走査光学装置（１１）から、各Ｃ（シ
アン）、Ｍ（マゼンタ）、Ｙ（イエロー）、Ｂ（ブラック）の各色に対応した光線を射出
し、感光ドラム２１、２２、２３、２４面上に画像信号（画像情報）を記録し、カラー画
像を高速に印字するものである。
【０１２０】
　本実施態様におけるカラー画像形成装置は上述の如く１つの走査光学装置１１により各
々の画像データに基づいた光ビームを用いて各色の潜像を各々対応する感光ドラム２１、
２２、２３、２４面上に形成している。その後、記録材に多重転写して１枚のフルカラー
画像を形成している。
【０１２１】
　前記外部機器５２としては、例えばＣＣＤセンサを備えたカラー画像読取装置が用いら
れても良い。この場合には、このカラー画像読取装置と、カラー画像形成装置６０とで、
カラーデジタル複写機が構成される。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】本実施例１の光走査装置における副走査断面図
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【図２】本実施例１の光学系主走査断面展開図
【図３】本実施例１の光学系副走査断面展開図
【図４】本実施例の入射角、走査角を示す図
【図５】本実施例１の像面照度ムラ補正量を示す図
【図６】本実施例２の副走査断面図
【図７】本実施例２の像面照度ムラ補正量を示す図
【図８】本実施例３の像面照度ムラ補正量を示す図
【図９】従来の光走査装置
【図１０】本発明の画像形成装置
【図１１】本実施例４の主走査断面図
【図１２】オーバーフィルド走査系の模式図
【図１３】本実施例４の像面照度ムラ補正量を示す図
【符号の説明】
【０１２３】
　９１　半導体レーザー等の光源
　９２　コリメータレンズ
　９３　開口絞り
　９４　シリンドリカルレンズ
　９５　ポリゴンミラー
　９６　ｆθレンズ

【図１】 【図２】
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【図１３】
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